
盛土規制法の運用開始前後の取扱い

R7.10.1

より前に

工事着手

R7.10.1

より後に

工事着手

R7.10.1

より前に

開発許可

・工事着手

R7.10.1

より後に

開発許可

21日
以内

21日
以内

R７.10.1
盛土規制法の運用開始

都
計
法
の
開
発
許
可
の
対
象
外

都
計
法
の
開
発
許
可
の
対
象

R7.10.22
までに

届出が

必要

許可が

必要

R7.10.1

より前に

開発許可

9/30まで 10/22まで

10/22まで9/30まで

許可が

必要

R7.10.22
までに

届出が

必要

みなし許可

となるが、中

間検査・定期

報告は必要

工
事
着
手

工
事
着
手

開
発
許
可

開
発
許
可

申
請

開
発
許
可

申
請

開
発
許
可

申
請

盛
土
届
出

盛土
完了検査

工
事
着
手

盛
土
届
出

盛
土
許
可

盛
土
許
可

盛
土
許
可

申
請

盛
土
許
可

申
請

工
事
着
手

開
発
許
可

工
事
着
手

盛
土

完
了
検
査

開
発

完
了
検
査

開
発

完
了
検
査

開発
完了検査

工
事
着
手

工
事
着
手

中
間
検
査

定
期
報
告

中
間
検
査

定
期
報
告

中
間
検
査

定
期
報
告

開
発
許
可

盛土規制法に基づき

必要となる手続き


	スライド 1

